
府営住宅の活用地と堺市有地をあわせて、近畿大学医学部・病院を開設するための用地を創出。
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事業期間（府営住宅建替事業）
平成28年度～令和７年度（予定）

活用地の処分方法
随意契約で学校法人に売却

活用地の概要
府営住宅敷地（約 11.6ha）の一部
（約 6.3ha）

処分後の土地利用
大学医学部・病院

事業経緯
平成26年7月 大阪府、堺市、学校法人近畿大学
が基本協定書を締結
平成29～30年度 府営住宅建替工事（第1期）
令和元年10月 土地売買契約締結（第1期）
令和2～3年度 府営住宅建替工事（第2期）
令和4年10月 土地売買契約締結（第2期）
令和7年11月 大学医学部・病院移転（予定）

①府営堺三原台住宅（大学・医療施設）

Ⅰ．土地活用

（1）活用地の創出を通じたまちづくり
建替え等を通じて、市町のまちづくりの方針等を反映した活用地の創出に努め、まちづくりのために必要
な施設等の用地としての積極的な活用を進めています。

（イメージパース）近畿大学医学部・病院

建替え後の府営堺三原台住宅

○大阪府、堺市、近畿大学が、相互に連携して事業を推進するため、基本協定を締結。
○大阪府は、府営堺三原台住宅の建替えにおいて、従前敷地の南側に府営住宅を集約し、北側に活用
地を創出。

○泉北ニュータウンの活性化、南大阪地域の医療機能の向上などに寄与。

写真提供：近畿大学

建替え後の府営堺三原台住宅

開設予定区域

開設予定区域
旧 住宅敷地

N

出典：大阪府 ホームページ
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② 府営豊中新千里南住宅（障がい者グループホーム）

事業期間（府営住宅建替事業）
平成27年度～令和16年度（予定）

活用地の処分方法
随意契約で社会福祉法人に売却

活用地の概要
府営住宅敷地（約8.63ha）の一部（約528㎡）

処分後の土地利用
障がい者グループホーム

事業経緯
平成28年８月 豊中市が事業者を公募
平成28年11月 事業者が決定
平成29年1月 大阪府が事業者に活用地を売却
平成29～令和元年度 府営住宅建替工事（第1期）
平成30年8月 施設開設

③ 府営和泉寺田住宅（障がい者グループホーム、医療施設、戸建て住宅）

施設外観

大阪府 豊中市

社会福祉法人

特定法人へ売却を
希望する要望書

公募・選定応募
随意契約に
より売却

事業期間（府営住宅建替事業）
平成15年度～平成29年度

活用地の処分方法
①随意契約で社会福祉法人に売却
②条件付き一般競争入札で医療法人に売却
③条件付き一般競争入札で株式会社に売却

活用地の概要
①1,040㎡、②6,910㎡、③1,014㎡

処分後の土地利用
①障がい者グループホーム、②医療施設、③戸建て住宅

事業経緯
平成29年度 府営住宅建替事業が完了
平成30年度 社会福祉法人に活用地の一部を売却
（①）
令和元年８月 残りの活用地について一般競争入札を
実施（②及び③）
令和元年10月 事業者が決定（②及び③）
令和5年5月 新病院の開設（②）

随意契約や土地利用等について条件を付した一般競争入札により、活用地に多様な機能を導入。

（平面図）府営和泉寺田住宅

活用地②
【医療施設】

活用地③
【戸建て住宅】

活用地①
【グループホーム】

〇第4期豊中市障害福祉計画及び豊中市グループホーム整備方針に基づき、府営豊中新千里南住宅の
建替えに伴う活用地に、グループホームを整備。

〇府営和泉寺田住宅の建替えに伴う活用地に、障がい者グループホーム、医療施設、民間戸建て住宅を
導入。

（外観）新仁会 新病院

府市で定めた「大阪府営新千里南町住宅まちづくり基本構想」に基づき、障がい者グループホームの用地
を創出。

写真提供：特定医療法人新仁会



④ 府営茨木西福井住宅（医療施設）

開設年度
平成27年度

活用地の処分方法
条件付き一般競争入札で医療法人に売却

活用地の概要
敷地面積：11,241.65㎡（戸建て住宅敷地を含む）

処分後の土地利用
医療施設

⑤ 府営八尾志紀住宅（認定こども園）

施設外観

地元市の要望に基づき、活用地の一部で、医療施設を設置することを条件とした一般競争入札を実施。

待機児童解消や地域の子育て支援拠点の整備のために、府営住宅用地を、認定こども園の用地として
活用。

開設年度
令和元年度

活用地の処分方法
随意契約で八尾市に売却

活用地の概要
敷地面積：4,645.27㎡（従前からの市有地を含む）

処分後の土地利用
認定こども園（地域子育て支援センターを併設）

⑥ 府営岸和田大町住宅（市民センター）

活用地を、市民サービスの向上のため、新たな市民センターの用地として活用。

開設年度
平成25年度

活用地の処分方法
随意契約で岸和田市に売却

活用地の概要
敷地面積：3,499.92㎡

処分後の土地利用
市民センター（市民課窓口、公民館、図書館を設置）

〇茨木市からの「市民の保健・医療・福祉の向上に資する活用」を求めた要望書に基づき、府営茨木西
福井住宅の建替えに伴う活用地で、条件付き一般競争入札を実施し、医療施設を導入。

〇八尾市の「就学前施設における教育・保育と子育て支援計画」に基づき、同市が認定こども園を整備。

〇岸和田市が、府営岸和田大町住宅の建替えに伴う活用地で、近隣のサービスセンターと青年の家を統
合した新たな市民センター（市民課窓口、公民館、図書館）を整備。
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① 府営枚方田ノ口住宅民活プロジェクト

（２）民間活力によるまちづくり
民間のノウハウの活用による民活事業を導入し、建替えにより創出する活用地に、医療施設や高齢者
施設、ファミリー世帯向けマンション等を導入するなど、地域のニーズにあわせた最適な利用を推進してい
ます。

落札企業
長谷工グループ
（代表企業 株式会社長谷工コーポレーション）

事業概要
府営住宅：200戸の建替住宅を整備
活用地：民間施設等を整備

活用地の土地利用
サービス付き高齢者向け住宅（デイサービスを併設）、
民間戸建て住宅

事業期間
平成23年度～平成27年度

PFIによる府営住宅の建替事業により生み出した活用地を、サービス付き高齢者向け住宅と民間戸建て
住宅の建設用地として活用。

② 府営吹田佐竹台住宅（5丁目）及び吹田高野台住宅（4丁目）民活プロジェクト

落札企業
東レ建設株式会社グループ
（代表企業 東レ建設株式会社）

事業概要
府営住宅：240戸の建替住宅を整備

(佐竹台5丁目:55戸、高野台4丁目:185戸)
活用地：民間施設等を整備

活用地の土地利用
民間戸建て住宅

事業期間
平成29年度～令和2年度

PFIによる府営住宅の建替事業により生み出した活用地を、民間戸建て住宅の建設用地として活用。

民活プロジェクトによるサービス付き高齢者向け住宅

府営住宅（200戸） サービス付き高齢者
向け住宅

民間戸建て住宅

府営住宅（55戸）

出典：最優秀提案者の事業提案書の概要（公表用）

民間戸建て住宅

出典：最優秀提案者の事業提案書の概要（公表用）

府営住宅（185戸）
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活用地を、市営住宅の建替え用地として活用し、事業の効率化に寄与。

① 東大阪市営上小阪東住宅建替事業（公営住宅）

（３）他の事業主体と連携したまちづくり
他の公的賃貸住宅事業者等と将来のまちのあり方を共有し、方向性を同じくして事業を推進することに
より、敷地の交換等による効率的な事業実施や、入居者の移転の円滑化などに資する取組を進めてい
ます。

事業主体
東大阪市

事業期間（東大阪市営上小阪東住宅建替事業）
平成28年12月～令和元年９月

活用地の処分方法
売却（随意契約）

活用地の概要
府営住宅敷地（約 5.9ha）の一部
（約 9,500 ㎡）

処分後の土地利用
東大阪市営住宅（230 戸）

事業経緯（東大阪市営上小阪東住宅建替事業）
平成22年 ３月 大阪府と東大阪市と協議開始
平成25年11月 土地売買契約の締結
平成28年12月 市がPFI法に基づく特定事業契約を締結
令和元年 ９月 市営住宅の整備完了

（事業前）府営上小阪住宅 （事業後）府営東大阪新上小阪住宅と市営上小阪東住宅

府営住宅（直接建設）

府営住宅（民活プロジェクト）

民活プロジェクトによる戸建て住宅 市営住宅建替
用地として売却

東大阪市営上小阪東住宅

養護老人
ホーム建
替用地と
して売却

東大阪養護老人ホーム

建替えによる活用地（約3,641㎡）を随意契約により
社会福祉法人に売却

〇東大阪市が、府営東大阪新上小阪住宅の建替えに伴う活用地の一部を活用して、非現地建替えで
市営住宅を整備。

〇府営住宅の活用地は、市営住宅の建替え用地のほか、民活プロジェクトによる民間戸建て住宅の一体
的な整備や、養護老人ホームの建替え用地として売却し、多様な活用を図った。
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活用地を、市街地再開発事業の区域に組み込み、事業の効率化に寄与。
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② 新千里東町近隣センター地区第一種市街地再開発事業（市街地再開発）

〇大阪府、豊中市、地元地権者等との協議調整の結果、府営豊中新千里東住宅の建替えに伴う活用地
の一部を、市街地再開発事業の事業区域に取り組み、近隣センターの活性化に資する事業を実施。

〇府営住宅の活用地を、近隣センターの商業機能の移転先として活用することで、近隣センターの機能を継
続しながら建替えを行うことが可能となった。

（事業前）府営新千里東住宅

（事業前）市街地再開発事業区域

（市街地再開発事業）公共施設及び街区の配置図

複合商業施設と共同住宅（再開発事業（街区3））

建替え後の府営豊中新千里東住宅

近隣センター

出典：（株）東急コミュニティー ホームページ

出典：千里ニュータウン情報館 ホームページ

事業主体
新千里東町近隣センター地区市街地再開発組合

事業期間（市街地再開発事業）
平成29年3月～令和8年3月（予定）

活用地の処分方法
売却（随意契約）

活用地の概要
府営住宅敷地（約7.22ha）の一部（約8,000㎡）

処分後の土地利用
近隣センター（複合商業施設）、共同住宅

事業経緯（市街地再開発事業）
平成29年 3月 都市計画決定
平成30年 4月 事業計画認可
平成30年11月 権利変換計画認可
平成31年 3月 建築工事着工
令和 7年 3月 工事完了
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地域の活性化や生活利便性の向上を図るため、入居者の高齢化等に伴い団地内の余剰となった駐

車場区画を活用し、生活利便施設（コンビニエンスストア）を整備した事業。

① 府営高倉台第1住宅（コンビニエンスストア）

大阪府

民間事業者

設
備
・
運
営

定
期
賃
貸
借
契
約

土
地
の
賃
料

コンビニエンスストア

民間施設

施設外観 活用位置

（４）駐車場の空き区画等の有効活用
入居者をはじめ広く府民の利便性の向上のため、駐車場の空き区画等を利用して、民間活力により
生活利便施設、コインパーキング、カーシェアリング用区画の導入、予約駐車場サービスなどを進めてい
ます。

整備事業期間
平成28年7月～平成28年10月

余剰地の処分方法
事業用定期借地[20年間]（一般競争入札）

余剰地の概要
府営住宅用地（約 3.5ha）の一部（約 1,000㎡）
所在地：堺市南区高倉台
用途地域：第一種中高層住居専用地域

処分後の土地利用
コンビニエンスストア

事業経緯
平成27年 9月 事業募集要項等の公表
平成28年 7月 賃貸借契約の締結
平成28年10月 コンビニエンスストアの整備完了

〇大阪府は事業者に対し事業用定期借地権の設定により事業用地を 20 年間貸し付け、事業者はコ

ンビニエンスストアを自ら整備し、運営を行っている。

〇生活利便施設の整備により団地のみならず地域の生活利便性の向上に寄与。



事業概要
・使用する区画の場所や区画数は事業者が提案し、大阪府と協議の上で決定
・事業期間は最大5年間（単年度毎に使用許可）
・年間使用料は売上額に納付率を乗じて算出

【令和6年度実績】
・使用料：3,807,960円
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団地訪問者や府民の利便性向上のため、空き区画を活用しコインパーキングを整備。

コインパーキング区画

環境負荷の少ないくらし方や資源を共有したくらし方の普及を図るため、駐車場の空き区画をカーシェア
リング用の区画として活用。

カーシェアリング区画

② コインパーキング

③ カーシェアリング

④ 予約駐車場サービス

入居者の高齢化の進展による介護需要の増大等、多様化する府
営住宅への来客ニーズに対応するため、駐車場の空き区画を予約駐
車場サービス事業の区画として活用。

予約フロー図

事業概要
・使用する区画の場所や区画数は事業者が提案し、大阪府と
協議の上で決定（原則１住宅に5区画以上）
・事業期間は最大5年間（単年度毎に使用許可）
・年間使用料は売上額に納付率を乗じて算出

【令和6年度実績】
・使用料：499,020,440円

事業概要
・事業者は、駐車場1区画あたりの年間使用料を提案
・カーシェアリングで使用する車両は、ハイブリッドカー等のエコカー
を導入することが条件
・使用する区画の場所や区画数は事業者が提案し、大阪府と
協議の上で決定
・事業期間は最大5年間（単年度毎に使用許可）

【令和6年度実績】
・使用料：9,326,790円

〇事業者は、売上額に対する府への納付率を提案し、入札。（納付率の最も高い事業者に決定）
〇府内230団地、計3,182区画で実施。（令和6年度末時点）

〇府内84団地、計152区画で実施。（令和6年度末時点）

〇事業者は、売上額に対する府への納付率を提案し、入札。
（納付率の最も高い事業者に決定）
〇府内58団地、計293区画で実施。（令和6年度末時点）


